
光駅拠点整備にかかる民間資金等活用事業調査
（調査対象箇所 光市虹ケ浜三丁目 地内） 【調査主体】光市

令和２年度 民間資金等活用事業調査費補助事業

調査対象事業の概要／施設の概要

平成30年度
・「山口地域PPP/PFI官民連携プラットフォーム」に
よる官民対話参加（光駅周辺地区拠点整備）
・「光駅周辺地区拠点整備基本構想」策定

平成31年度／令和元年度
・光駅周辺地区拠点整備に係るサウンディング型
市場調査実施

令和２年度
・「光駅拠点整備基本計画」策定
・「山口地域PPP/PFI官民連携プラットフォーム」に
よる官民対話参加（光駅拠点整備）

検討経緯等

事業化に向けて解決すべき課題及び検討すべき内容

【事業化へ向けて解決すべき課題】

１ サウンディング、個別ヒアリング等を通じ、案件形成を進めており、導入可

能性調査により、参入条件や事業内容などについて、実現可能性がある事
業を具体化する必要がある。

２ 南口駐車場敷地を官民が適切な役割分担のもと有効活用し、駐車場、交
流広場にぎわい創出施設を整備、管理、運営し、双方にとってのメリットを
最大化する事業内容を構築する必要がある。

３ 駅前広場等の整備をふまえた事業スケジュールの検討が必須であり、民
間が参入する可能性が高い事業内容及び条件を、早期に比較検討、設定
して民間の参入をする必要がある。

【検討すべき内容】

１ 事業案作成のための基本事項、前提条件等の整理

２ 事業案の作成と比較検討
３ 実現に向けた事業内容等の精査

【調査対象事業の概要】

JR光駅の南口における、駅舎を含む南北自由通路及び駅前広場等の整備にあわせ、駐車場などの管理・

運営等に係る民間事業者のノウハウ・資金の活用やにぎわい創出施設の導入を検討するにあたり、専門的

な見地から整備手法等や採算性についての調査・分析、比較検討、民間の参入意向等、民間資金の活用の

可能性について調査する。

平成31年３月に、「光駅周辺地区拠点整備基本構想」を策定し、基本構想において「短期の取組み」として

位置付けた、駅近接エリアのハード面を主とした整備に関する基本的な計画として、令和２年９月に、「光駅

拠点整備基本計画」を策定し、整備事業を進めている。

基本計画において、現在の南口駐車場・駐輪場部分については、駐車場や交流広場を整備することとして

おり、加えて、民間活力を想定した、住機能や商業機能といったにぎわい創出施設等の導入の可能性につ

いて検討することとしている。

【施設の概要】

光駅南口駐車場（駐車場200台程度）

光駅南口交流広場（約2,000㎡）



事業化検討

今後の進め方

想定される課題
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（調査対象箇所 光市虹ケ浜三丁目 地内） 【調査主体】光市

令和２年度 民間資金等活用事業調査費補助事業

■にぎわい創出施設ついての課題
テナント出店を公募要件に位置付けるかについては、撤退リスク等を踏まえ、公募条件等を検討す
る必要がある。

■包括的な管理・運営に関する課題
管理・運営に含める施設の範囲や要求水準によっては、事業を担う事業者が現れない可能性があ
るので、公募条件等に留意する必要がある。

■指定管理者制度の活用に関する課題
管理・運営の範囲等について、効果的・効率的な方法を検討する必要がある。
中長期の指定期間の設定について、検討する必要がある。

令和４年度
・公募に向けた事業要件等の整理
令和５年度以降
・事業者公募、実施（予定）
※並行して交流広場や駅前広場等の設計な
どを進める予定

■官民ギャップを踏まえた事業スキームの評価（定性評価）
民間事業者に意向調査を実施し、以下のとおり分析した。

駐車場の立体化による空地への住機能等の需要は認められた一方で、駐車場や交流広場について
は民設民営は困難であり、公設民営が望ましい。

交流広場は駅前広場と一体的に
整備することが望ましい。

駐車場の管理・運営に交流広場
の管理・運営を含めることは可能。

業務範囲

■検討結果
住機能等は民設民営、駐車場と交流広場は公設民営とし、駐車場の管理・運営は交流広場と合わ
せて指定管理者制度の活用が望ましいことを確認した。
なお、定量評価の結果、立体駐車場の事業方式は譲受方式の削減効果が最も高く見込まれたが、
採用する事業方式については、今後、施設や整備内容等をさらに精査したうえで決定する必要がある。

機能
業務範囲 住機能等 駐車場 交流広場

にぎわい創
出施設

設計・建設 民 民 市 民
管理・運営 民 民 民 民
施設の所有 民 市 市 民

事業方式 従来方式 PFI（BTO）方式 DBO方式 譲受方式※

VFM ― 1.77％ 7.31％ 10.55％

：本事業の範囲

■立体駐車場のVFMの算定（定量評価）
立体駐車場の整備、管理・運営について、従来方式とＰＦＩ（ＢＴＯ）方式、ＤＢＯ方式、譲受方式の
４パターンを比較した結果、譲受方式が最も財政負担の削減効果が見込まれた。

調査の流れ／調査内容
１ 前提条件、基本情報等の整理
（１）上位関連計画、関連法令等の整理
（２）基本情報等の整理

２ 事業案の作成と比較検討
（１）事業手法、事業形態
（２）役割分担及び民間活力導入の対象範囲
（３）土地利用の方法
（４）収益性
（５）官民の費用負担
（６）事業期間
（７）リスク分担
（８）法制上の位置付け
（９）その他必要な項目

（１）事業素案の作成と比較検討
（２）官民ギャップを踏まえた事業スキームの評価（定
性評価）

６ 課題整理・スケジュール作成

３ 民間事業者の参入意向調査

４ ＶＦＭの算定

５ 事業内容の具体化及び民間活力導入の適正評価

※事業者が対象施設の設計・建設を実施し、

竣工後直ちに公共に所有権移転を行った後、

市が一括で施設を買い取る方式。

（１）前提条件の整理
（２）ＶＦＭシュミレーション（定量評価）

（１）総合評価
（２）本事業全体のスキーム（案）

（１）事業スキームについての課題及び対応方針
（２）事業スケジュール


